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委員および一般からのご意見 

 

①委員からの流域委員会の審議に関する意見、指摘(2005/12/22～2006/1/16) 

委員からの意見はありませんでした。 

 

②一般からの流域委員会へのご意見、ご指摘(2005/12/22～2006/1/16) 

No. 発言者 
所属等 受取日 内容 

688 
自然愛・環境問題研究所 

総括研究員 浅野隆彦氏 
06/01/16

「『岩倉狹流下能力の再検証』その１ ＝真の流下能力
への一つの道＝」が寄せられました。別紙688-1をご参

照下さい。 

687 
伊賀・水と緑の会 

代表 森本博氏 
06/01/13

「伊賀・水と緑の会の見解」が寄せられました。別紙

687-1をご参照下さい。 

686 酒井隆氏 06/01/04
審議に関する新聞記事が寄せられました。別紙686-1

をご参照下さい。 

685 
宇治・世界遺産を守る会 

薮田秀雄氏 
05/12/23

「淀川水系5ダムの調査結果についての意見書(平成17
年12月22日淀川水系流域委員会)に対する意見その2」
が寄せられました。別紙685-1をご参照下さい。 

684 寺田武氏 05/12/22
鵜殿の葦紙に関するご意見が寄せられました。別紙

684-1をご参照下さい。 
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『岩倉狹流下能力の再検証』その１ 
＝真の流下能力への一つの道＝ 

‘06.1.13 
自然愛・環境問題研究所 
総括研究員 浅野 隆彦 

 
Ａ）岩倉観測所での昭和４８年以降の観測データを活かして検討せよ。 
 
 『？学者が雁首揃え 舟滝を登る』＝岩倉狹流下能力をめぐるトンデモない検討＝〔流

域委員会意見書 No.681(05/12/19)〕で指摘し、１２月２２日、第４７回委員会で発言した
ように、平成５年以前の観測データを切り捨てた検討に何の真実もない事は明白である。 
 
Ｂ）岩倉観測所地点の「無害流量」計算について。 
 
 ここではその記録を活かし。観測地点の河道特性を考慮し、浮子流速測定測線の各々に

存在する粗度係数に影響する特性を現場確認の上、配慮したｎ値設定を行ない、等流計算

で、近似値を求める一つの方法を示す。＜資料Ａ－１＞は、岩倉観測所地点の平面図に「浮

子流速測定」に際し設定された「低水量観測位置」と「高水量観測浮子投下位置」を示し

ているもので、それに竹藪の位置を浅野が加筆した。 
この測線を考えてみると、平成１６年、意見書で指摘したように、左岸側が竹藪や岩壁が

出っ張り流路をせばめている関係で縦渦が生じたり、水流の停滞が生じ、浮子の流れが非

常に不安定になっている筈である。④~⑦の測線はその順に影響が大きい。 
以上のような配慮を加え、岩倉観測所第１断面から第２断面への流れる洪水量の近似値を

得ようとするものである。 
 計算条件として、これまでの観測の内、1000㎥/sを越える流量の時の水面勾配のほぼ中
間値を採用し、流体勾配とした。1000㎥/sを越える観測流量と連結する水面勾配観測は、
昭和４９年から平成９年まで３１ポイントあり、1/98～1/1667 の勾配である。その中で、
1/143～1/556あたりが２１ポイントを占め、約６８％であり、その内 1/313～1/556が１１
ポイントあるので、その中間位として 1/455 が見出せるから、参考値として「完全に有り
得る流体勾配」と考えた。〔意見書 No.681の＜資料Ａ－１～Ａ－８＞を乞参照。〕 
 計算条件（2）として、平成１４年６月１７日測量の岩倉観測所第２断面図を使用した。
＜資料Ａ－２＞ 
 計算条件（3）観測公舎を支えるコンクリート柱に関する抵抗は、先ず流体横断面河積に
その断面積を加えず、又、ｎ値測定に 0.02を考慮し、河道の他のｎ値と加減案分した。こ
こに生じる背後の引き渦をも考慮し、その部分のｎ値を決定したのである。 
 計算条件（4）岩倉観測所第１断面の「堤防天端－余裕高」は（138.6－1.2＝137.4）で、
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Ｅ.Ｌ137.4ｍを「無害流量」を求める際の洪水位天端とする。 
 以下に計算内容を示す。＜資料Ｂ－1～7＞ 
この計算で流下能力（「無害流量」）は、4457㎥/ｓとなる。第 2断面での最大水深は 11.72
ｍである。全体平均流速は 4.36ｍ/ｓとなる。 
 
Ｃ）水面勾配の最小値、最大値での流量はどうか。 
 

１）最大値 1/98の時。Ｉ＝1/98≒0.01 01.0 ≒0.1 
 Ａ0 υ＝6.25×2.71×0.1≒1.7ｍ/ｓ 
   Ｑ0＝105.9×1.7≒180㎥/ｓ 
 Ａ1 υ＝8.33×3.93×0.1≒3.27ｍ/ｓ 
   Ｑ1＝175.4×3.27≒574㎥/ｓ 
 Ａ2 υ＝20×4.44×0.1≒8.88ｍ/ｓ 
   Ｑ2＝200.0×8.88≒1776㎥/ｓ 
 Ａ3 υ＝33.3×4.91×0.1≒16.35ｍ/ｓ 
   Ｑ3＝279.6×16.35≒4571㎥/ｓ 
 Ａ4 υ＝33.3×3.55×0.1≒11.8ｍ/ｓ 
   Ｑ4＝179.4×11.8≒2117㎥/ｓ 
 Ａ5 υ＝16.7×1.95×0.1≒3.26ｍ/ｓ 
   Ｑ5＝81.0×3.26≒264㎥/ｓ 
 ＱＴ Ｑ０+Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3+Ｑ4+Ｑ5＝9482㎥/ｓ 
∴ＱＴ÷ＡＴ＝9482÷1021.3≒9.28ｍ/ｓ←全体の平均流速が 7ｍ/ｓ超はありえず、水面
勾配の観測値の誤りであろう。 

 

２）１）最大値 1/1667の時。Ｉ＝1/1667≒0.0006 0006.0 ≒0.024 
 Ａ0 υ＝6.25×2.71×0.024≒0.4ｍ/ｓ 
   Ｑ0＝105.9×0.4≒42㎥/ｓ 
 Ａ1 υ＝8.33×3.93×0.024≒0.79ｍ/ｓ 
   Ｑ1＝175.4×0.79≒139㎥/ｓ 
 Ａ2 υ＝20×4.44×0.024≒2.13ｍ/ｓ 
   Ｑ2＝200.0×2.13≒426㎥/ｓ 
 Ａ3 υ＝33.3×4.91×0.024≒3.92ｍ/ｓ 
   Ｑ3＝279.6×3.92≒1096㎥/ｓ 
 Ａ4 υ＝33.3×3.55×0.024≒2.84ｍ/ｓ 
   Ｑ4＝179.4×2.84≒509㎥/ｓ 
 Ａ5 υ＝16.7×1.95×0.024≒0.78ｍ/ｓ 
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   Ｑ5＝81.0×0.78≒63㎥/ｓ 
 ＱＴ Ｑ０+Ｑ1+Ｑ2+Ｑ3+Ｑ4+Ｑ5＝2275㎥/ｓ 
∴ＱＴ÷ＡＴ＝2275÷1021.3≒2.23ｍ/ｓ←全体の平均流速が 11.72ｍ/ｓの水深をもって流
れる洪水にしては余りにも遅い流速であり、下流閉塞状態以外は考えられない。 

 
以上から現時点での結論として、最も観測値が多い水面勾配群の中間位にあたる 1/455 水
面勾配を採用した流量計算値が「真の流下能力（無害流量）」に近いものと考える次第であ

る。 
 ＜資料Ｂ－１＞の下段囲み内で、全体の平均流速・ｎ値を算出し検証してみると、各々、

4.36ｍ/ｓ、ｎ＝0.0387 となった。これが岩倉観測所地点の水深 11.72ｍに於ける「真の流
下能力」＝4457㎥/ｓの河道特性と適合する要点だ。ｎ値 0.045とは２年前から河川管理者
が主張していたのもで、又、そこへ引返すとは『茶番もエエ』ところで『イイカゲンニセ

エ！』と言いたいのである。 
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淀川水系流域委員会様 

酒井 隆 

淀川水系流域委員会の審議にとって、重要な新聞記事と資料ですので、意見書として提出します。 
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2005 年 12 月 23 日 
 

淀川水系流域委員会 様 
宇治・世界遺産を守る会 

薮田 秀雄 
 

 
 
「淀川水系 5 ダムの調査結果についての意見書」（平成 17 年 12 月 22 日淀川水系流域委員会）」

に対する意見 その２ 
 

 
１、「淀川水系 5 ダムの調査結果についての意見（案）」（平成 17 年 12 月 13 日第 33 回淀川部会 

審議資料１）に対する意見は、第 47 回淀川水系流域委員会参考資料１の「一般からの流域委

員会へのご意見」No679（Ｐ679－1～679－9）で、「はじめに」、「天ヶ瀬ダム再開発の効果」、

「京都府上水の新規利水」、「宇治川塔の島地区の流下能力」、「４つの代替案の検討について」、

「景観への影響」、「地域住民とともに検討し再構築することについて」、「宇治川の堤防強化」、

「審議資料について」の 9 項目にわたって記述しています。それは同時に「意見書」への意見

でもあります。ぜひ御一読下さい。  
 
一番言いたいことは宇治川の河床掘削について私たち地域住民は反対です。その理由は宇治川

塔の島地区の環境、景観がすでに破壊されており、「河床掘削はさらなる改変をもたらす」と

意見書が述べているとおり、環境、景観のさらなる破壊につながるということです。したがっ

て河床掘削以外の方法の検討、バイパス・トンネルの検討も含めて慎重に丁寧に検討・検証す

ることが必要だと考えます。手抜きは許されないと思います。 
 
また景観復元は可能であると考えます。塔の川締切堤の撤去、導水管の撤去、亀石の護岸工事

名目の埋め立て・遊歩道の撤去は景観復元の第一歩となります。 
 
 
 

２、流域委員会の審議の進め方に非常に疑問があります。この間、何か変であると思っていまし

た。「塔の島地区河川整備に関する検討委員会」があります。そこで検討されている内容が流

域委員会には報告されていません。 
 
天ヶ瀬ダム再開発の最重要問題である宇治川塔の島地区の流下能力の増大の課題と宇治川の

自然環境・歴史的景観の保全という相対立する問題をいかに検討するのか、いかに解決の道を

見つけ出すのか、流域委員会としては淀川河川事務所の諮問機関である「塔の島地区河川整備

に関する検討委員会」に丸投げし、その検討結果を待っておられるのかもしれないが、12 月
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14 日に開催された「第 2 回塔の島地区河川整備に関する検討委員会」に対して河川管理者は「宇

治川本川掘削・塔の川の掘削による流下能力確保の検討」ということで①本川平均０．８ｍ掘

削、②塔の川締切堤の撤去、本川平均０．４ｍ掘削、塔の川約１．０ｍ掘削、落差工切り下げ、

③塔の川締切堤の撤去、本川平均０．４ｍ掘削、塔の川約１．０ｍ掘削、落差工切り下げ、塔

の島約１．０ｍの掘削、の３つを提示しています。 
 
また急傾斜護岸と河道の直線化に対する批判に対して、河道側に礫を埋め立て緩い傾斜にする。

導水管の一部撤去、亀石周辺の護岸の一部改良などを提示しています。 
 
私の疑問は、「塔の島地区河川整備に関する検討委員会」の審議の状況がこの流域委員会には

なんら報告もされない、また流域委員会も報告を求めないということが疑問です。審議の状況

を報告させるべきだと思うのです。 
 
河川管理者の審議の土俵を２つつくるやり方によって、流域委員会の審議が現場の状況と乖離

して、非常に形式的になっているのではないかと懸念するのです。 
 
そうした中で出される意見は地域住民や現場と乖離する危険性を持っていると考えます。改善

を望みます。 
 

  
  
３、意見書の 17 ページ、「4 天ヶ瀬ダム再開発」の「4－1 天ヶ瀬ダム再開発の経緯」の５行目

で「琵琶湖の後期放流時の計画最大流量１５００m3／秒を天ヶ瀬ダムで放流するため」と書い

てありますが、この間指摘してきたように、天ヶ瀬ダムは１５００m3／秒の放流能力を持って

も、１５００m3／秒放流することはできません。 
 
その理由は、71 年 12 月に策定された「淀川水系工事実施基本計画」で「宇治橋付近計画高水

量１，５００m3／秒」が定められているからです。 
 
「淀川水系工事実施基本計画」は、宇治川流域で 2 日間に 272ｍｍの降雨があった場合（宇治

川洪水）、大戸川ダムと天ヶ瀬ダムで流量調節して天ヶ瀬ダムで１２００m3／秒の放流、下流

の合流流量を合わせて宇治橋付近計画高水量１５００m3／秒と定めています。 
 
そして宇治川の流下能力が１５００m3／秒になったら、それを利用して琵琶湖後期放流に利用

しようというものです。琵琶湖後期放流の場合でも、天ヶ瀬ダムから宇治橋の間で志津川、白

川が宇治川に合流しており、また関西電力宇治発電所の６０m3／秒が合流しているのでこれら

を考慮すれば、宇治橋付近計画高水量１，５００m3／秒を変えない限り、天ヶ瀬ダムで１５０

０m3／秒放流はできません。 
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４、意見書の 18 ページ、「4－3－1 天ヶ瀬ダムの放流能力の増大（1）放流能力の増大量」で「天

ヶ瀬ダムの放流能力については、琵琶湖の後期放流という観点からすれば、下流における治水

の安全ならびに環境の保全が確保されるかぎり、大きいほど望ましい」と書いてあることです。 
 
現在の計画が宇治川に１５００m3／秒の流下能力を持たせることが自然環境と歴史的景観保

全との関係で大問題となっていることからみて「放流能力が大きいほど望ましい」という結論

は地域住民からまったく乖離しており、このような結論がどこから出てくるのでしょうか。 
 
河川整備はその必要性に応じて最小限にとどめるというのが環境保全の面からみれば当然の

ことです。また琵琶湖後期放流は高水位・長期間放流ということから下流の堤防の特別の強化

が必要で、そのための膨大な費用を考えた場合、放流能力が大きいほど望ましいというのは公

共事業の費用を度外視した暴論と思えます。 
 

  
  
５、「（1）放流能力の増大量」の 2 行目で「河川管理者が 05 年 7 月の『調査検討』で示している

天ヶ瀬ダムの洪水期制限水位での１５００m3／ｓへの放流能力の増大は、71 年 12 月に策定さ

れた淀川水系工事実施基本計画に示されたものを踏襲したもので、明確な論理的根拠をもって

いるとはいえない。」と書かれています。 
 
「工事実施基本計画に示されたものを踏襲したもので、明確な論理的根拠をもっているとはい

えない」と書かれていることは基本計画が論理的な根拠を持っていないと言われていると理解

します。非常に重大な指摘であると考えます。ぜひよくわかるように説明をおねがいいたしま

す。 
 
 
 

 以上 
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淀川の葦で作られた、高槻市鵜殿の葦紙が環境展で展示されました。馴染み深い鵜殿の葦が多く

の方に紹介され、うれしく思いました。淀川支流芥川近くの芥川商店街でも葦紙を使った商品が

販売されました。 
他の地方では葦でトレーなどを作られています。大阪でも淀川の葦で作られたトレーが作られ使

われているのか知りませんが、広がっていけばいいと思います。 




